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岩崎総合法律事務所 報酬基準規程 

 

岩崎総合法律事務所（以下「当事務所」という。）は、弁護士報酬に関する規程（平成１６年２月２

６日日本弁護士連合会会規第６８号）第３条第１項に基づき、以下のとおり本規程を定める。 
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第１章 総 則 
（目的） 

第１条 本規程は、当事務所又は当事務所に所属する弁護士（以下、これらを総称して「弁護士」とい

う。）が、依頼者からの事件の受任に当たって、受任の範囲を明確にし、その費用を明らかにすること

によって、依頼者と弁護士との間の認識を共通のものとし、その後のトラブルが発生することを防止

するとともに、相互理解に基づく信頼関係を築くことを目的とする。 

 

（趣旨） 

第２条 弁護士がその職務に関して受ける弁護士報酬及び実費等の標準は、本規程の定めるところによ

る。 

２ 弁護士報酬及び実費等については、依頼者と弁護士の間で締結する個別の委任契約（以下「個別委

任契約」という。）に基づく定めが、本規程に基づく定めに優先する。 

３ 個別委任契約に基づく弁護士報酬の額の定めが、本規程に基づく額の定めを上回る場合、弁護士は、

依頼者に対して、事案の複雑性、特殊性その他増額の必要性を基礎づける事由の説明をするものとす

る。 
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（弁護士報酬の種類） 

第３条 弁護士が依頼者から支払を受ける報酬としては、法律相談料、着手金、報酬金、手数料、タイ

ムチャージ、顧問料及び日当があり（以下これらを総称して「弁護士報酬」という。）、それぞれに意

義は次表のとおりとする。 

用語 意義 

法律相談料 
依頼者に対して行う法律相談（口頭による鑑定、電話その他の通信手段によ

る相談を含む。）の対価をいう。 

着手金 

民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件など、事件または法律事務の

結果に成功、不成功が生じるものについて、弁護士が依頼を受けて行う業務

に対する対価として、依頼を受ける際当初に支払うべき金員をいう。なお、

結果の成功、不成功を問わず、返金しない。 

報酬金 
事件または法律事務が終了した際に、その成功の程度や個別委任契約所定

の条件に応じて、着手金とは別に支払う金員をいう。 

手数料 
原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての

委任事務処理の対価をいう。 

タイムチャージ 

当事務所に所属する弁護士、パラリーガル、事務職員等（以下、総称して「所

員」という。）がその処理に要した時間（移動に要する時間を含む。）に一定

の単位時間あたりの単価を乗じる方法で算定される委任事務処理の対価を

いう。なお、単位時間未満の時間については、分単位で計算する。 

顧問料 
法律顧問契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価

をいう。 

日 当 

所員が委任事務処理のために事務所所在地を離れなければならない場合

や、裁判期日に対応する場合（ウェブ会議や電話会議等の裁判所へ出頭しな

い期日を含む。）の対価をいう。なお、実際の拘束時間数にかかわらず、１

日ごとに計算する。 

 

（弁護士報酬の支払方法・期限） 

第４条 依頼者の弁護士に対する弁護士報酬の支払方法は、現金による手渡し又は弁護士が指定する銀

行口座への振込によるものとし、支払期限は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 着手金および手数料は、個別委任契約の締結日から１週間以内に支払うものとする。 

⑵ 報酬金、タイムチャージおよび日当は、第４８条（精算）及び第４９条（仮精算）の定めにより

支払うものとする。 

⑶ 法律相談料は、法律相談終了時に支払うものとする。 

⑷ 顧問料は、当月分につき前月の末日までに支払うものとする。 

⑸ その他の弁護士報酬は、個別委任契約の契約書に定めるところによる。 

２ 前項の定めにかかわらず、弁護士報酬の支払方法及び期限については、個別委任契約において別段

の定めをすることができる。 

 

（事件等の個数等） 
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第５条 弁護士報酬は、１件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当

初依頼を受けた事務の範囲をもって、１件とする。ただし、弁護士報酬について着手金及び報酬金と

いう定め方をした場合において、弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に

定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。 

２ 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。 

 

（複数の弁護士が関与する場合） 

第６条 弁護士が受任した事件の処理について、弁護士の事情により、当事務所に所属する他の弁護士

又は当事務所に所属しない他の弁護士が関与することとなった場合においても、弁護士報酬の算出に

当たっては１件の事件として扱う。 

２ 弁護士が受任した事件の処理について、依頼者の意思に基づいて当事務所に所属する他の弁護士又

は当事務所に所属しない他の弁護士も関与することとなった場合は、それに伴う弁護士費用の増額分

については、依頼者が負担する。 

３ 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認

めた場合は、それに伴う弁護士費用の増額分については、依頼者が負担する。 

 

（消費税に相当する額） 

第７条 本規程に定める弁護士報酬は消費税を含まない金額であり、依頼者は、弁護士に対して、消費

税を上乗せした金額を支払わなければならない。 

２ 消費税の金額は、弁護士報酬債権の発生時期に対応する税率による。 

 

第２章 法律相談料及び手数料 
（法律相談料） 

第８条 法律相談料は、３０分ごとに金５０００円以上金５万円以下の範囲内で、弁護士と依頼者が協

議の上で定める。 

２ 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議の上、前項に

定める額を超える法律相談料を受けることができる。 

 

（手数料） 

第９条 手数料は、個別委任契約において特に定めのない限り、次表のとおりとする。 

業務の種類 手数料の額 

契約書、遺言書その他こ

れらに類する書類作成及

び作成相談 

経済的利益の額が３００万円以下 １０万円 

３００万円を超え３０００万円以下 １％ ＋ ７万円 

３０００万円を超え３億円以下 ０．３％ ＋ ２８万円 

３億円を超える場合 ０．１％ ＋ ８８万円 

公正証書にする場合 ５万円以上を別途加算する 

民事信託組成支援 
信託財産の価額に応じて以下により算出された額。ただし、５０万円を

最低額とする。 
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１億円以下 １％ 

１億円を超え３億円以下 ０．５％ ＋  ５０万円 

３億円を超え５億円以下 ０．３％ ＋ １１０万円 

５億円を超え１０億円以下 ０．２％ ＋ １６０万円 

１０億円を超える場合 ０．１％ ＋ ２６０万円 

内容証明郵便作成 ５万円以上２０万円以下 

債務整理事件に関する債

権届の作成・提出 
５万円以上２０万円以下 

書面による鑑定（法律上

の判断又は意見の表明） 
２０万円以上 

法律関係調査（事実関係

調査を含む。） 
２０万円以上 

会社設立、増減資、合

併、分割、組織変更、通

常清算、Ｍ＆Ａ、法務デ

ューデリジェンスその他

会社関係法務 

資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下

により算出された額。ただし、合併、分割、Ｍ＆Ａ及び法務デューデリ

ジェンスについては２００万円を、通常清算については１００万円を、

それぞれ最低額とする。 

１０００万円以下 ４０万円 

１０００万円を超え２０００万円以下 ３％ ＋ １０万円 

２０００万円を超え１億円以下 ２％ ＋ ３０万円 

１億円を超え２億円以下 １％ ＋ １３０万円 

２億円を超え２０億円以下 ０．５％ ＋ ２２０万円 

２０億円を超える場合 ０．３％ ＋ ６２０万円 

前項以外の登記申請 １件につき５万円以上 

株主総会等指導 
基本 ３０万円以上 

総会等準備も指導する場合 ５０万円以上 

遺言執行 

経済的利益の額が３００万円以下 ３０万円 

３００万円を超え３０００万円以下 ２％ ＋ ２４万円 

３０００万円を超え３億円以下 １％ ＋ ５４万円 

３億円を超える場合 ０．５％ ＋ ２０４万円 

遺言執行に裁判手続を要する場合 
裁判手続に関する弁護士報酬

を別途受領することができる 

登記簿謄本、戸籍謄本、

住民票の写しその他各種

証明書の取得 

１通につき１０００円 

２ 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議の上、前項に
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定める額を超える手数料を受けることができる。 

 

第３章 着手金及び報酬金 
第１節 民事事件 

（民事事件の着手金及び報酬金の算定基準） 

第１０条 本節の着手金及び報酬金については、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は

委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。 

 

（経済的利益―算定可能な場合） 

第１１条 前条の経済的利益の額は、個別委任契約において特に定めのない限り、次表のとおり算定す

る。 

⑴ 金銭債権 債権総額（利息及び遅延損害金を含む。） 

⑵ 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額 

⑶ 継続的給付債権 債権総額の１０分の７の額。ただし、期間不定のものは、７年分

の額 

⑷ 賃料増減額請求事件 増減額分の７年分の額 

⑸ 所有権 対象たる物の時価相当額 

⑹ 占有権、地上権、永小作

権、賃借権及び使用借権 

対象たる物の時価の２分の１の額。ただし、その権利の時価が対

象たる物の時価の２分の１の額を超えるときは、その権利の時

価相当額 

⑺ 建物についての所有権に

関する事件 

建物の時価相当額に、その敷地の時価の３分の１の額を加算し

た額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件

は、前号の額に、その敷地の時価の３分の１の額を加算した額 

⑻ 地役権 承役地の時価の２分の１の額 

⑼ 担保権 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないとき

は、担保物の時価相当額 

⑽ 不動産についての所有

権、地上権、永小作権、地

役権、賃借権及び担保権

等の登記手続請求事件 

第５号、第６号、第８号及び前号に準じた額 

⑾ 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債

権額に達しないときは、法律行為の目的の価額 

⑿ 共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の３分の１の額。ただし、分割の対象とな

る財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対

象となる財産又は持分の額 

⒀ 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産

の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相

続分の時価相当額の３分の１の額 
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⒁ 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額 

⒂ 金銭債権についての民事

執行事件 

請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないと

きは、第１号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額

（担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮し

た時価相当額） 

 

（経済的利益算定の特則） 

第１２条 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利

益の額を紛争の実態に相応するまで減額するものとする。 

２ 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、経済的利益の額を、紛争の

実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額するものとする。 

⑴ 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態

に比して明らかに小さいとき 

⑵ 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明

らかに大きいとき 

 

（経済的利益－算定不能な場合） 

第１３条 第１１条の規定により経済的利益の額を算定することができないときは、事件等の難易、軽

重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮し、弁護士と依頼者が協議の上、個別委任契約にお

いて着手金及び報酬を定める。 

 

（民事事件の着手金及び報酬金） 

第１４条 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件（次条に定める仲裁セン

ター事件を除く。）の着手金及び報酬金は、個別委任契約に特に定めのない限り、経済的利益の額を基

準として、それぞれ次表のとおり算定する。 

経済的利益の額 着手金 報酬金 

３００万円以下 ８％ １６％ 

３００万円を超え３０００万円以下 ５％＋９万円 １０％＋１８万円 

３０００万円を超え３億円以下 ３％＋６９万円 ６％＋１３８万円 

３億円を超える場合 ２％＋３６９万円 ４％＋７３８万円 

２ 前項の着手金は、金２０万円を最低額とする。 

３ 前２項の定めにかかわらず、弁護士が着手金を受領せずに第１項記載の事件を受任した場合におけ

る報酬金は、個別委任契約に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定

する。 

経済的利益の額 報酬金 

３００万円以下 ３０％ 

３００万円を超え３０００万円以下 ２０％＋３０万円 
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３０００万円を超え３億円以下 １４％＋２１０万円 

３億円を超える場合 １０％＋１４１０万円 

 

（調停事件及び示談交渉事件） 

第１５条 調停事件、示談交渉（裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。）事件及び弁護士会が主宰する

「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件（以下「仲裁センター事件」という。）の着手金及び

報酬金は、個別委任契約に特に定めのない限り、それぞれ前条の規定を準用する。 

２ 示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、個別委任契

約に特に定めのない限り、前条の規定により算定された額の２分の１とする。 

３ 示談交渉事件、調停事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着

手金は、個別委任契約に特に定めのない限り、前条の規定により算定された額の２分の１とする。 

４ 前３項の着手金は、金２０万円を最低額とする。 

 

（契約締結交渉） 

第１６条 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、個別委任契約に特に定めのない限

り、第１４条の規定を準用する。ただし、当該規定により算定された額の２分の１に減額することが

できる。 

２ 契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料を請

求することができない。 

 

（手形・小切手訴訟、督促手続及び即決和解事件） 

第１７条 手形・小切手訴訟事件、督促手続事件及び即決和解事件の着手金及び報酬金は、個別委任契

約に特に定めのない限り、第１４条の規定により算定された額の２分の１とする。 

２ 前項の事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第１４条の規定により算定された額と前項の規

定により算定された額との差額とし、報酬金は第１４条の規定を準用する。 

 

（証拠保全事件） 

第１８条 証拠保全事件の着手金及び報酬金は、個別委任契約に特に定めのない限り、各金１０万円以

上とする。 

２ 訴訟事件を併せて受任している場合であっても、弁護士は、前項の着手金及び報酬金を受領するこ

とができる。 

 

（離婚事件） 

第１９条 離婚事件の着手金及び報酬金は、個別委任契約に特に定めのない限り、次表のとおりとする。 

離婚事件の内容 着手金 報酬金 

離婚調停事件、離婚仲裁センター事件
又は離婚交渉事件 

金３０万円以上 

金６０万円以下 

金３０万円以上 

金６０万円以下 



   

-8- 

離婚訴訟事件 
金４０万円以上 

金１００万円以下 

金４０万円以上 

金１００万円以下 

２ 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、前

項の規定による離婚調停事件の着手金の額の２分の１とする。 

３ 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第１項の規定よる離婚訴訟事

件の着手金の額の２分の１とする。 

４ 前３項において、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費など財産給付を伴うときは、弁護士は、財

産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第１４条の規定により算定された着手金及び報酬金

を加算して請求することができる。 

５ 前４項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、

依頼者及び相手方の収入・資産の状況、親権・監護権・面会交流についての争いの有無、離婚事由や

有責性の有無、事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮し、適

正妥当な範囲で増額することができる。 

６ 離婚事件に付帯関連する各事件（婚姻費用、面会交流、監護者指定にかかる調停、審判等）につい

ては、別個の事件としてそれぞれ第１４条（事件の性質によっては第１３条）の規定により着手金及

び報酬金を定める。 

 

（境界に関する事件） 

第２０条 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報

酬金は、個別委任契約に特に定めのない限り、それぞれ金４０万円以上とする。 

２ 前項の着手金及び報酬金は、第１４条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を

上回るときは、同条の規定による。 

３ 境界に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、個別委任契約

に特に定めのない限り、第１項の規定による額又は前項の規定により算定された額とする。 

４ 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金

は、第１項の規定による額又は第２項の規定により算定された額のそれぞれ２分の１とする。 

５ 境界に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するとき

の着手金は、第１項の規定による額又は第２項の規定により算定された額の、それぞれ２分の１とす

る。 

 

（借地非訟事件） 

第２１条 借地非訟事件の着手金は、個別委任契約に特に定めのない限り、借地権の額を基準として、

次表のとおりとする。 

借地権の額 着手金 

５０００万円以下の場合 金３０万円以上 金６０万円以下 

５０００万円を超える場合 前段の額に５０００万円を超える部分の０．５％を加算した額 

２ 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。 

⑴ 申立人については、申立てが認められたときは借地権の額の２分の１を、相手方の介入権が認め
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られたときは財産上の給付額の２分の１を、それぞれ経済的利益の額として、第１４条の規定によ

り算定された額 

⑵ 相手方については、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の

２分の１を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の７年分又は財産上の

給付額をそれぞれ経済的利益として、第１４条の規定により算定された額 

３ 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、個別委任

契約に特に定めのない限り、第１項の規定による額又は前項の規定により算定された額とする。 

４ 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着

手金は、第１項の規定による額の２分の１とする。 

５ 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任

するときの着手金は、第１項の規定による額の２分の１とする。 

 

（保全命令申立事件等） 

第２２条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件（以下「保全命令申立事件」という。）の着手金及び報酬

金は、個別委任契約に特に定めのない限り、第１４条の規定により算定された額の２分の１とする。

ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の３分の２とする。 

２ 前項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第１４条の規定に準

じて報酬金を受けることができる。 

３ 保全執行事件は、個別委任契約に特に定めのない限り、その執行が重大又は複雑なときにのみ保全

命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額は、第１４条の規定

により算定された額の２分の１とする。 

４ 前３項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金

とは別に受けることができる。 

５ 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、金２０万円を最低額とする。 

 

（民事執行事件等） 

第２３条 民事執行事件及び執行停止事件の着手金及び報酬金は、個別委任契約に特に定めのない限り、

第１４条の規定により算定された額の２分の１とする。 

２ 民事執行事件及び執行停止事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本

案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。 

３ 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、金２０万円を最低額とする。 

 

（行政上の不服申立事件） 

第２４条 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金及び報酬金は、個

別委任契約に特に定めのない限り、第１４条の規定により算定された額の３分の２とする。ただし、

審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。 

２ 前項の着手金は、金２０万円を最低額とする。 
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第２節 債務整理事件 
（債務整理事件の報酬算定において考慮すべき事情） 

第２５条 破産事件、民事再生事件、特別清算事件、会社更生事件及び任意整理事件（以下「債務整理

事件」という。）の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に

要する執務量等の諸般の事情を考慮して算定するものとする。 

２ 債務整理事件の報酬金は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による

利益等の諸般の事情を考慮して算定するものとする。 

 

（事業者の債務整理事件） 

第２６条 事業者（法人又は個人事業主をいう。）の債務整理事件の着手金及び報酬金は、個別委任契約

に特に定めのない限り、それぞれ次表のとおりとする。 

事件の種類 着手金 報酬金 

破産事件 金５０万円以上 

第１４条の規定を準用する。ただ
し当該金額が着手金として定めた
金額に満たない場合には、着手金
として定めた金額以上の金額。 

民事再生事件 金１００万円以上 

会社更生事件 金２００万円以上 

特別清算事件 金１００万円以上 

任意整理事件 
（清算事件を含む。） 

金５０万円以上 

２ 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件（免責異議申立事件を含む。）のみを受任した場合及

び民事再生法第２３５条に基づく免責申立事件（免責異議申立事件）の着手金及び報酬金については、

前項の規定により算定された額の２分の１とする。 

３ 依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者と

の協議により、執務量及び既に受けている着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める弁護

士報酬を受けることができる。 

４ 任意整理事件が清算により終了したときの第１項に定める報酬金は、配当原資額（債務の弁済に供

すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額をいう。）を基準として算定する。 

 

（非事業者の破産事件） 

第２７条 非事業者（事業者ではない個人をいう。）の破産事件の着手金及び報酬金は、個別委任契約に

特に定めのない限り、次表のとおりとする。 

 着手金 報酬金 

基本報酬（同時廃止） 金２０万円以上 金２０万円以上 

管財事件（同時廃止で終了せず破
産管財人が選任された場合） 

金３０万円以上 金３０万円以上 

債務総額が１０００万円を超える
場合 

債務総額１０００万円ごとに 
金１０万円を別途加算 
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債権者数が２０名を超える場合 
債権者１０名ごとに 
金１０万円を別途加算 

 

２ 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者の破産事件の規定を準用する

ことができる。 

⑴ 債権者数が５０名を超える場合 

⑵ 住宅ローン債務を除く債務総額が３０００万円を超える場合 

⑶ 居住用不動産を除く総財産の価額が３０００万円を超える場合 

⑷ 前各号に掲げるほか、特に複雑又は特殊な事情がある場合 

３ 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件（免責異議申立事件を含む。）のみを受任した場合の

着手金及び報酬金については、第１項の規定により算定された額の２分の１とする。 

 

（非事業者の民事再生事件） 

第２８条 非事業者の民事再生事件（小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件）の着手金及び報

酬金は、個別委任契約に特に定めのない限り、次表のとおりとする。 

 着手金 報酬金 

基本報酬 金２０万円以上 金２０万円以上 

住宅資金特別条項を定めた再生計
画案を提出する場合 

金３０万円以上 金３０万円以上 

債務総額が１０００万円を超える
場合 

債務総額１０００万円ごとに 
金１０万円を別途加算 

 

債権者数が２０名を超える場合 
債権者１０名ごとに 
金１０万円を別途加算 

 

２ 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者の民事再生事件の規定を準用

することができる。 

⑴ 債権者数が５０名を超える場合 

⑵ 住宅ローン債務を除く債務総額が３０００万円を超える場合 

⑶ 居住用不動産を除く総財産の価額が３０００万円を超える場合 

⑷ 小規模個人民事再生又は給与所得者等再生のいずれの要件にも該当しない通常民事再生事件 

⑸ 前各号に掲げるほか、特に複雑又は特殊な事情がある場合 

３ 民事再生法第２３５条に基づく免責申立事件（免責異議申立事件）の着手金及び報酬金については、

第１項の規定により算定された額の２分の１とする。 

 

（非事業者の任意整理事件） 

第２９条 非事業者の任意整理事件の着手金及び報酬金は、個別委任契約に特に定めのない限り、次表

のとおりとする。 

着手金 債権者１社あたり２万円 

報酬金 
債権者１社あたり２万円 ＋ 

債権者主張の債権額と和解金額との差額の１０％ 

２ 前項にかかわらず、債権者の中に商工ローン業者（中小事業者に対して比較的多額の高金利貸付を

主要な業務内容とする貸金業者をいう。）又はヤミ金融（貸金業登録を行っていない貸金業者又は出
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資法の制限を超える金利で貸し付けを行う貸金業者をいう。）が含まれる場合、前項の１社あたりの

着手金及び報酬金は、それぞれ当該業者１社あたり金５万円とする。 

３ 前２項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者の任意整理事件の規定を準

用することができる。 

⑴ 債権者数が３０名を超える場合 

⑵ 住宅ローン債務を除く債務総額が３０００万円を超える場合 

⑶ 前各号に掲げるほか、特に複雑又は特殊な事情がある場合 

４ 債権者との間での和解が成立した後、再度支払条件等の変更につき当該債権者と交渉せざるを得な

くなったときは、当初の委任契約と別契約とする。 

 

（債務整理事件に伴う過払金返還請求事件） 

第３０条 債務整理事件の処理に伴い、債権者から過払金の返還を受けた場合、債務整理事件の着手金

及び報酬金とは別に、交渉により返還を受けた場合は返還金額の２０％、訴訟（訴訟提起後の和解を

含む。）により返還を受けた場合は返還金額の２５％に相当する報酬金が別途発生する。 

 

（債務整理事件に伴う訴訟等） 

第３１条 債務整理事件に関して、前条の過払金返還請求事件以外に、訴訟、民事保全、民事執行事件

の申立をする必要がある場合、当該申立に関しては、別途通常の報酬基準に基づく報酬を請求するこ

とができる。 

 

（債務整理の方針変更に伴う措置） 

第３２条 債務整理事件に関して、任意整理から破産又は民事再生へ方針変更をする場合の着手金及び

報酬金は、次の各号のとおり処理する。 

⑴ 任意整理の和解案の提示前に破産又は民事再生に移行せざるを得なくなったときは、破産又は民

事再生の着手金のみ受領できるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。 

⑵ 任意整理の和解案の提示後、任意整理完了前に破産又は民事再生に移行せざるを得なくなったと

きは、任意整理の着手金及び報酬金と別途に破産又は民事再生の着手金を受領できるものとする。

ただし、破産又は民事再生に移行せざるを得なくなった事情に応じて、着手金の相当額を減額する

ことができる。 

 

（応訴手数料） 

第３３条 債務整理事件に伴い、債権者から提起された貸金返還等請求訴訟に対して応訴した場合、１

事件あたり金３万円の応訴手数料が発生する。ただし、２回以上の弁論期日を要し、答弁書以外の準

備書面等を作成する必要がある場合、通常の訴訟に準ずる着手金・報酬金を請求するものとする。 

 

第３節 刑事事件 
（刑事事件の着手金及び報酬金） 

第３４条 刑事事件の着手金及び報酬金は、個別委任契約に特に定めのない限り、次表のとおりとする。 
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（検察官の上訴取下げ等） 

第３５条 検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡し

があったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、前条の規定

を準用する。 

 

（告訴、告発等） 

第３６条 告訴又は告発の手続（告訴状又は告発状の作成及び告訴又は告発の代理業務をいう。）の着

手金は、個別委任契約に特に定めのない限り、１件につき金２０万円以上とし、当該告訴又は告発が

捜査機関に受理された場合、報酬金として金２０万円以上が発生する。 

２ 検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、１件につき金２０万円以上とし、報

酬金は、依頼者との協議により受けることができる。 

報酬の名称 報酬発生の時点 報酬の金額 

着

手

金 

基本着手金 個別委任契約成立時  金２０万円以上 

勾留決定時 
追加着手金 

逮捕されている被疑者に対して勾留決定がされた時  金２０万円以上 

起訴時 
追加着手金 

被疑者に対する起訴（求略式命令を除く。）が行われ

た時  
金２０万円以上 

付随申立 
追加着手金 

保釈、勾留執行停止、勾留取消、抗告（準抗告、即時

抗告、特別抗告を含む。）、勾留理由開示請求等の付

随事件の申立（検察官からの抗告に対する対応を含

む。）及び不起訴意見書等の提出１回ごと 

金５万円以上 

中

間

報

酬

金 

示談成立 
中間報酬金 

被害者等との間に示談が成立した時 金２０万円以上 

身柄解放 
中間報酬金 

被疑者・被告人の身柄が解放された時 金２０万円以上 

付随申立 
中間報酬金 

保釈、勾留執行停止、勾留取消、抗告（準抗告、即時

抗告、特別抗告を含む。）が認容（一部認容を含む。）

された時（その結果身柄が解放された際には、前記身

柄解放報酬金が別途発生する。） 

金５万円以上 

終

結

報

酬

金 

捜査段階 
終結報酬金 

不起訴処分時（嫌疑無し、嫌疑不十分、起訴猶予のい

ずれも含む。） 
金２０万円以上 

求略式命令がされた時 金１０万円以上 

公 判 
終結報酬金 

無罪判決（一部無罪を含む。）の言渡し時 金５０万円以上 

執行猶予付有罪判決の言渡し時 金３０万円以上 

検察官による求刑より軽減された実刑判決が言渡さ

れた時 

前段により定めら

れた金額の範囲内

で、軽減の度合い

に応じた金額 
検察官上訴に対する棄却判決の言渡し時 金３０万円以上 
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（日 当） 

第３７条 身柄拘束されている被疑者・被告人に対する接見を行った場合、現地調査、事情聴取等のた

めに弁護士が事務所外へ出張した場合、告訴、告発等の手続に伴い弁護士が捜査機関等に出頭した場

合その他刑事事件の処理に伴い所員の事務所外への出張が発生した場合並びに裁判期日に対応する

場合（ウェブ会議や電話会議等の裁判所へ出頭しない期日を含む。）には、第４３条所定の日当が発生

する。 

 

第４節 少年事件 
（少年事件の着手金及び報酬金） 

第３８条 少年事件（少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ。）の着手金及び報酬金は、個

別委任契約に特に定めのない限り、次表のとおりとする。 

報酬の名称 報酬発生の時点 報酬の金額 

着

手

金 

基本着手金 個別委任契約締結時 金２０万円以上 

勾留決定時 
追加着手金 

逮捕されている少年に対して勾留決定がされた時 金２０万円以上 

観護措置決定時 
追加着手金 

家庭裁判所送致後、観護措置決定が行われた時 金２０万円以上 

試験観察決定時 
追加着手金 

試験観察処分の決定時 金１０万円以上 

付随申立 
追加着手金 

勾留執行停止、勾留取消、観護措置決定に対する異

議申立、抗告（準抗告、即時抗告、特別抗告を含

む。）、勾留理由開示請求等の付随事件の申立（検

察官からの抗告に対する対応を含む。）及び意見書

等の提出１回ごと 

金５万円以上 

中

間

報

酬

金 

示談成立 
中間報酬金 

被害者等との間に示談が成立した時 金１０万円以上 

身柄解放 
中間報酬金 

少年の身柄が解放された時 金２０万円以上 

付随申立 
中間報酬金 

勾留執行停止、勾留取消、観護措置決定の取消、抗

告（準抗告、即時抗告、特別抗告を含む。）が認容

（一部認容を含む。）された時（その結果身柄が解

放された際には、前記身柄解放報酬金が別途発生

する。） 

金５万円以上 

終

結

報

酬

金 

捜査段階 
終結報酬金 

審判不開始決定がされた時 金３０万円以上 

少年審判 
終結報酬金 

非行事実なしを理由とする不処分決定時 金５０万円以上 

非行事実なし以外を理由とする不処分決定時 金３０万円以上 

保護観察処分又は児童自立支援施設等送致処分の

決定時 
金２０万円以上 
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２ 弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有

無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するも

のとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額するこ

とができる。 

 

（少年事件につき弁護士が引き続き受任した場合等） 

第３９条 家庭裁判所送致前に弁護士が受任した少年事件は、第５条の規定にかかわらず、家庭裁判所

に送致されても一件の事件とみなす。 

２ 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致（逆送）されたときの刑事事件の弁護

士報酬は、刑事事件の例による。ただし、弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、そ

の送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。 

 

（日 当） 

第４０条 第３７条の規定は少年事件について準用する。 

 

第４章 タイムチャージ 
（タイムチャージ） 

第４１条 弁護士は、個別委任契約の定めにより、タイムチャージにより弁護士報酬を受けることがで

きる。 

２ 前項のタイムチャージの一定の単位時間当たりの単価は、受任事務処理の種類のほか、事案の困難

性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練度等を考慮して、１時間あたり３万円以上で、個別委

任契約において定める。 

３ 第１項の場合において、弁護士は、依頼者との協議により、個別委任契約で定める相当額を、あら

かじめ預かることができる。 

 

第５章 顧問料 
（顧問料） 

第４２条 顧問料は、月額５万円以上で、依頼者との間の協議により法律顧問契約において定める額と

する。 

２ 法律顧問業務の内容は、依頼者との協議により法律顧問契約において定めるものとし、特に定めの

ある場合を除き、一般的な法律相談に限られるものとする。 

３ 法律顧問契約においては、月間で実施する法律顧問業務の時間数の上限を定め、これを超過した場

合には、タイムチャージが別途発生するものと定めることができる。 

４ 弁護士は、依頼者と協議の上、前各項の事項を含む法律顧問契約の内容を決定する。 

 

少年院送致処分の決定時に、調査官意見書より軽

減された場合 

前段により定めら

れた金額の範囲内

で、軽減の度合いに

応じた金額 



   

-16- 

第６章 日 当 
（日 当） 

第４３条 日当は、個別委任契約に特に定めのない限り、１日あたり３万円以上とする。 

２ 弁護士は、依頼者と協議の上、前項の日当を概算によりあらかじめ依頼者から預かることができる。 

 

第７章 実費等 
（実費の負担） 

第４４条 依頼者は、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、

保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費を負担する。 

２ 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。 

 

（実費のみなし請求） 

第４５条 事件の内容及び管轄裁判所の場所などにより、通常の範囲の通信費、近距離の交通費などに

ついては、依頼者と協議の上、一定額の実費を受領し、実際額との過不足を精算しないことができる。 

２ 謄写料については、白黒１枚あたり１０円、カラー１枚あたり５０円を要したものとみなして請求

することができる。ただし、実際に要した実費がこれを上回る場合には、当該実費を請求する。 

３ 出張にあたり自動車を使用した場合、交通費として、１キロメートルあたり１５円を要したものと

みなして請求することができる。ただし、実際に要した実費がこれを上回る場合には、当該実費を請

求する。 

４ 裁判手続等に際して裁判所へ予納した郵券は、手続終了後にその一部又は全部を裁判所から返還を

受けたとしても、これを依頼者へ返還することを要しない。 

 

（交通機関の利用） 

第４６条 弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。 

 

第８章 委任契約の終了等 
（事件処理が中途終了した場合の報酬等） 

第４７条 事件等の処理が、委任契約の解除又は事件処理が不能となる事由の発生により中途で終了し

た場合、弁護士は、依頼者と協議の上、事件処理の程度に応じて、受領済みの報酬等の全部若しくは

一部を返還し、又は報酬等の全部若しくは一部を請求する。この場合、着手金については、理由の如

何を問わず返還せず又は全部を請求するものとする。 

２ 前項の中途終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は、受領済みの報酬等の全

部を返還する。ただし、弁護士が既に事件等の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、

依頼者と協議の上、その処理の程度に応じて、受領済みの報酬等の全部若しくは一部を返還せず、又

は報酬等の全部若しくは一部を請求することができる。 

３ 第１項の中途終了につき、次の各号のいずれかに掲げる事由があるとき、その他第１項の中途終了

につき依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、受領済みの報酬等の全部を返還せず、又は報酬

等の全部を請求することができる。この場合の報酬等の額は、事件等の処理が全て成功したものとみ

なして算定する。 
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⑴ 依頼者が、相手方との合意締結、訴えの取下その他の方法により、弁護士の同意なく自ら事件等

を終了させたとき 

⑵ 依頼者が故意又は重大な過失により事件等の処理を不能にしたとき 

⑶ 依頼者が本契約に基づき負担する金銭債務の支払いを一部でも遅滞したとき 

⑷ 依頼者が事件等の処理に協力しないとき（音信不通となった場合を含む。） 

⑸ 前二号に掲げるほか、依頼者が個別委任契約の定めに違反したとき 

 

（精 算） 

第４８条 事件等の処理が終了した場合（前条第１項の中途終了の場合を含む。）、弁護士は、事件処理

の結果に基づき報酬等の額を算出の上、依頼者と弁護士間及び弁護士と相手方等との間で授受された

金銭、弁護士が立て替えて支出した実費その他の金銭について精算を行う。 

２ 弁護士は、前項の精算の過程を記載した精算書を作成し、これを依頼者に交付（精算書を電子デー

タで作成した場合は送信）する。ただし、弁護士が請求し又は返金すべき金銭がない場合、この限り

ではない。 

３ 第１項の精算の結果、弁護士が依頼者に対して請求すべき金銭がある場合、依頼者は、弁護士に対

し、精算書記載の期限まで（精算書に記載がない場合は精算日から２週間以内）に、当該金銭を支払

う。 

４ 第１項の精算の結果、弁護士が依頼者に対して返還すべき金銭がある場合、弁護士は、依頼者に対

し、精算日の翌月末日までに返金する。 

５ 前二項にかかる振込手数料は、依頼者の負担とする。 

 

（仮精算） 

第４９条 弁護士は、事件等の処理の中途で弁護士が必要と認めたときはいつでも、その時点の事件処

理の程度に基づく報酬等の額を算出の上、依頼者と弁護士間及び弁護士と相手方等との間で授受され

た金銭、弁護士が立て替えて支出した実費その他の金銭について仮精算を行うことができる。 

２ タイムチャージ制を採用している場合、前項の仮精算は、原則として月に１回行うものとする。 

３ 前条第２項から第５項までの規定は、第１項の仮精算に準用する。 

 

（弁護士報酬不払の際の処置） 

第５０条 依頼者が、着手金、手数料又は実費等の支払いを一部でも遅滞した場合、事件等の処理に協

力しない場合（音信不通となった場合を含む。）、その他個別委任契約の定めに違反した場合、弁護士

は、次の各号に掲げる処置の一部または全部を講じることができる。 

⑴ 事件等の処理に着手せず又はその処理を中止することができる。 

⑵ 依頼者の弁護士に対する金銭債務（報酬等の支払債務）と弁護士の依頼者に対する金銭債務（預

り金、保証金、相手方から収受した金銭の返還義務等）とを相殺することができる。 

⑶ 弁護士が保管中の金銭、物品、書類その他の物を依頼者に引き渡さないでおくことができる。 

２ 弁護士が前項の処置を講じた結果、依頼者又は第三者に損害が生じた場合であっても、弁護士は何

らの責任を負わない。 
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附 則 （２０１８年１２月３日） 

１ この規程は、２０１８年１２月３日より施行する。 

 

附 則 （２０２６年１月２８日） 

１ この規程は、２０２６年１月２８日より施行する。 

 


